
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 調査研究の目的・経過 



 第１節 背景と目的 

職業訓練の多様化、受講機会の拡大、求職者支援法（「職業訓練の実施等による

特定求職者の就職の支援に関する法律」）の施行など雇用のセーフティネットとし

ての職業訓練の重要性が再認識される中で、公共職業訓練施設以外の民間教育訓

練機関の活力を活用した職業訓練への期待が高まっている。 

また、第９次職業能力開発計画にある「国のプロデュース機能（総合調整機能）

の強化」、「職業訓練のインフラの構築」などの重点施策に資するため、（独）高齢・

障害・求職者雇用支援機構（以下「雇用支援機構」という。）の前身（独）雇用・

能力開発機構（以下「能開機構」という。）から培われてきた職業訓練に関するノ

ウハウを再構築することが大きなポイントとなると考える。 

そこで、民間教育訓練機関が職業訓練に参入することを前提として、職業訓練

の企画・設定・運営等に必要となる要件を整理し、雇用支援機構として効果的に

相談支援できる体制を強化する必要がある。とりわけ平成２３年１０月に施行さ

れた求職者支援法への対応が急務となった。 

本調査研究は、これまで能開機構が実施してきた職業訓練、並びに民間教育訓

練機関が行ってきた委託訓練、職業能力形成プログラム（日本版デュアルシステ

ム訓練、有期実習型訓練、実践型人材育成システム）、緊急人材育成支援事業（基

金訓練）などで培われたノウハウを整理し、業種・制度・訓練形態を超えて横断

的・汎用的に活用できる「訓練コースコーディネートマニュアル（仮称）」作成し、

併せて比較的簡易な訓練コース開発手法のプロセスを構築するものである。 

 

第２節 共同の調査研究について 

  本調査研究は、平成２３年度調査研究「求職者支援法の創設に基づき実施され

る職業訓練の質保証に関する調査研究」（調査研究資料Ｎｏ.１３２）と親密な関

係が有ることから、合同の調査研究会で進めている。「求職者支援法の創設に基づ

き実施される職業訓練の質保証に関する調査研究」では、求職者支援制度に特化

し認定業務や職業訓練の実施・運営支援に焦点をあてており、想定する制度は限

定しないものの本調査研究における職業訓練の企画・開発から開始までのコーデ

ィネートプロセスと繋がった関係となっている。（図１－１） 
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基金訓練（求職者支援制度による職業訓練）を実施する各種教育訓練実施機関に対して、能開機構の有する
ノウハウを広く提供・支援し、訓練機会の拡大、訓練分野拡充、及び求職者に対する職業訓練の質を向上に資
する。（第９次能力開発基本計画：我が国全体の職業能力開発のプロデュース機能（総合調整機能）の強化）

専修・各種学校、認定職業訓練校、教育訓練企業、
ＮＰＯ法人、社会福祉法人、事業主等

また、今後参入する機関

申請希望教育訓練機関
Ⅰ 訓練開始前（認定前の事前講習・案内）
① 適正な運営体制

(ﾌﾟﾛｾｽ管理、教育訓練ガイドライン)
② 事例に基づく訓練の適正設定
【職業訓練（設定）における指導・助言】
Ⅱ 訓練開始前（訓練計画の作成）
① プロセス管理による訓練コースの設定
② 事例に基づく訓練の適正設定

【職業カリキュラム作成における指導・助言】

訓練受託教育訓練機関
Ⅲ 訓練開始後（認定後の質の保証と改善）
① プロセス管理による適正な訓練運営
② 事例に基づく訓練の適正実施と改善

【職業訓練（運営）における指導・助言】

収集した実践事例等

国の定めるガイドライン

雇用支援機構のノウハウ
キャリア・コンサルティング

各種制度導入支援
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職業訓練終了後のフォローアップ
評価・業務改善 等
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図１－１ ２つの調査研究の関係 

 

 トッゲータ 名マーテ究研

求職者に対する訓練コースのコーディ

ネート等に関する調査研究 

調査研究資料Ｎｏ．１３１

特定の職業訓練制度によらず、一般的

な職業訓練の企画・開発を支援する手

法について検討 

求職者支援法の創設に基づき実施され

る職業訓練の質保証に関する調査研究

調査研究資料Ｎｏ．１３２

主に求職者支援法に特化して、その職

業訓練の運営を支援する具体的手法な

どについて検討 

 

第３節 調査研究の経過 

 ３－１ 調査研究会の開催経過 

（１）第１回調査研究会 平成２３年６月２７日(月)・２８日（火） 

①本調査研究会の概要について 

    ②求職者支援制度を見据えたプロセス管理に基づく職務分析 

③その他 

（２）第２回調査研究会 平成２３年８月４日(木)・５日（金） 

①各施設の情報交換 
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②離職者訓練コースコーディネートマニュアル（求職者支援訓練版）等の検討

③訓練運営の質を担保するための要因分析 

④その他 

（３）第３回調査研究会 平成２３年９月８日(木)・９日（金） 

①訓練コースコーディネートマニュアル（案）等の検討 

②習得度測定マニュアル（案）の検討 

③訓練コース企画・運営説明会プログラムの検討 

④能開機構職員向け研修プログラムの検討 

⑤その他 

（４）第４回調査研究会 平成２３年１０月２４日(月)～２６日（水） 

①求職者支援訓練担当職員研修の評価と検証 

②その他 

３－２ ヒアリング調査等 

（１）ヒアリング調査 

①山梨県 

山梨職業訓練支援センター、甲府市民間教育訓練機関２カ所 

②福岡県 

福岡職業訓練支援センター、福岡市民間教育訓練機関１カ所 

③長崎県 

長崎職業訓練支援センター、諫早市民間教育訓練機関１カ所 

（２）地域訓練協議会、説明会等 

①兵庫職業訓練支援センター 地域訓練協議会 

②東京職業訓練支援センター 事務担当者説明会 

③神奈川職業訓練支援センター 地域訓練協議会・事務担当者連絡会 
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